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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第58期

第２四半期連結
累計期間

第59期
第２四半期連結

累計期間
第58期

会計期間

自　平成29年
　　４月１日
至　平成29年
　　９月30日

自　平成30年
　　４月１日
至　平成30年
　　９月30日

自　平成29年
　　４月１日
至　平成30年
　　３月31日

売上高 （百万円） 29,213 26,492 57,774

経常損失（△） （百万円） △927 △83 △1,797

親会社株主に帰属する四半期純利益又

は親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）

（百万円） △1,810 897 △5,350

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,605 1,058 △5,089

純資産額 （百万円） 6,466 6,041 2,982

総資産額 （百万円） 45,463 39,728 40,293

１株当たり四半期純利益又は四半

期（当期）純損失（△）
（円） △89.85 44.55 △265.57

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － 39.58 －

自己資本比率 （％） 14.2 15.2 7.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 669 931 2,392

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △1,148 694 △2,654

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △203 △214 △2,327

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 4,011 3,500 2,104

 

回次
第58期

第２四半期連結
会計期間

第59期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自　平成29年
７月１日

至　平成29年
９月30日

自　平成30年
７月１日

至　平成30年
９月30日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △69.24 △0.64

（注）１.　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３.　第58期及び第58期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益について

は、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については以下の通りであります。

当第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった北京雁栖中央化学有限公司（中国）は、全出資

持分の北京長城偉業投資開発総公司（中国北京市）への譲渡契約の締結により、連結の範囲から除外しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した（事業等のリスク）について重要な

変更があった事項は、次の通りであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

⑬　継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において、営業損失1,721百万円、経常損失1,797百万円、親会社株主に帰属する

当期純損失5,350百万円を計上し、また、経常利益及び純資産について、当社が取引金融機関との間で締結していた

シンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しました。当第２四半期連結累計期間におきましては、選択と集中

（製品ポートフォリオ再構築）、生産効率向上を図る生産拠点の見直し、全社的な生産性を改善するオペレーション

改革、機能間連携の強化を柱とする新中期経営計画の着実な実行により、営業利益162百万円、経常損失83百万円を

計上、子会社の北京雁栖中央化学有限公司の持分売却の影響もあり、親会社株主に帰属する四半期純利益897百万円

を計上しました。業績は改善しておりますが、新中期経営計画の実行は未だ緒に就いたばかりであり、依然として継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していると認識しております。

また、当社グループは、このような事象又は状況を改善すべく、上記、新中期経営計画をもとに親会社および取引

金融機関への支援継続の要請を行ってまいりました。その結果、親会社である三菱商事株式会社を引受先として、平

成30年７月６日に優先株2,000百万円を発行し、資本を増強しました。また、金融機関から、平成30年９月28日に期

限の到来したタームローンならびにコミットメントラインについて継続いただいていることから、当社グループとい

たしましては、親会社、取引金融機関いずれからも一定の理解はいただけているものと考えております。しかしなが

ら、中長期的資金支援についての取引金融機関の最終的な方針決定がなされていないことから、現時点においては継

続企業の前提に関し重要な不確実性が存在しております。
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２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結累計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、鉱工業生産が相次ぐ自然災害の影響を受けているものの、基

調としては底堅さを維持しています。個人消費においても堅調な企業業績を背景に雇用情勢・実質所得は改善して

おり、国内景気はゆるやかな回復基調が続いています。日銀は、引き続き金融緩和政策を維持している中、米国金

利上昇等により円安傾向は続き、日経平均株価は一段高の推移となりました。一方、国内物価については、原油価

格の大幅上昇を受け全体としては上昇傾向ですが、基調としては未だわずかな上昇に止まっています。

当食品包装容器業界は共働き世帯の増加や高齢化等に伴う中食市場の拡大により緩やかに成長しておりますが、

人手不足や物流費用の増加、原油価格が高騰する等、経営環境は厳しさを増しております。

この様な経営環境の下、国内では、営業面において、予てより推進しております得意先様との連携強化に一層注

力するとともに、付加価値の高い分野に注力する等、収益性を改善する活動に取り組んでまいりました。高付加価

値の機能性容器の中でも、ロングライフ容器へのニーズは引き続き高く、多くのお引き合いをいただき、ご採用い

ただいております。また、リサイクルＰＥＴを使用した、環境対応製品「Ｃ-ＡＰＧ」は、ニーズが高まり、多く

のお引き合いをいただいております。一方、原材料価格上昇に伴い、価格改定に取り組んでまいりましたが、お客

様のご理解をいただき、当四半期中に完了しました。

生産面では、引き続き、品質向上、生産効率アップに取り組むとともに、より効率的な物流体制を構築するた

め、生産拠点の見直しに取り組んでおり、今後のコスト削減に寄与していくものと考えております。

中国においては、前連結会計年度にて、北京、上海各公司の生産停止を伴う事業再編を行ったことで、一時的な

影響はございましたが、現時点において、事業再編は完了し、生産及び販売の数量ベースでは減少しているもの

の、利益面では改善しております。また、中国の現地メーカーでの技術向上も見られるなか、食品容器関連市場は

激戦となっておりますが、独自の素材を持ち、安全・安心な当社グループ製品に対するハイエンド市場からのニー

ズは依然根強い状況にあります。

 

この結果、当第２四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

ａ.財政状態

総資産は、現金及び預金の増加1,395百万円があった一方、受取手形及び売掛金の減少398百万円やリース資産の

減少297百万円、原材料及び貯蔵品の減少247百万円、機械装置及び運搬具の減少164百万円等により、前連結会計

年度末に比べ565百万円減少し39,728百万円となりました。

負債は、長短期借入金の減少1,791百万円や支払手形及び買掛金の減少963百万円、未払金の減少382百万円等が

あった一方、１年内返済予定の長期借入金の増加377百万円等により、前連結会計年度末に比べ3,624百万円減少し

33,686百万円となりました。

純資産は、第三者割当増資に伴い、資本金及び資本剰余金が各1,000百万円増資したことや、親会社株主に帰属

する四半期純利益897百万円等により、前連結会計年度末に比べ3,058百万円増加し6,041百万円となり、自己資本

比率は15.2％となりました。

 

ｂ.経営成績

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が26,492百万円（前年同期比9.3％減）、営業利益162百万円

(前年同期は956百万円の損失)、経常損失83百万円(前年同期は927百万円の損失)、親会社株主に帰属する四半期純

利益は、関係会社株式売却益1,070百万円等もあり897百万円の利益(前年同期は1,810百万円の損失)となりまし

た。

 

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

日本では、売上高が23,178百万円（前年同期比9.1％減）、セグメント利益312百万円（前年同期は773百万円の

損失）となりました。

アジアでは、売上高が3,872百万円（前年同期比11.3％減）、セグメント利益108百万円（前年同期は37百万円の

利益）となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3,500百万円となり前連結会計年度末に比べ1,396

百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上918百万円や減価償却費1,329百万円等

があった一方、関係会社株式売却益の計上1,070百万円等があり、931百万円(前年同期比261百万円の増)の収入と

なりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入933百万円等があ

り、694百万円(前年同期比1,842百万円の増)の収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入2,000百万円があった一方、長期借入金の返済914

百万円やリース債務の返済799百万円、短期借入金の純減額500百万円により、214百万円(前年同期比10百万円の

増)の支出となりました。

 

（３）事業上および財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に、重要な変更および新

たに生じた課題はありません。

 

（４）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、199百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

Ａ種優先株式 2,000

計 40,002,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年11月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 21,040,000 21,040,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

Ａ種優先株式 2,000 2,000 非上場
単元株式数

１株

計 21,042,000 21,042,000 － －

（注）Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

 

1.　剰余金の配当

(1)　優先配当金

当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日（以下「配当基準日」という。）の最

終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種

優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対して、配当基準日の最終の株

主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式

質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式1株につき下記(2)に定める額の金

銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を、以下「Ａ種優先配当金」という。）を行う。

 

(2)　優先配当金の金額

(a)　Ａ種優先株式1株当たりのＡ種優先配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額について、配当基準

日の属する事業年度の初日（但し、配当基準日が平成31年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、

払込期日）（同日を含む。）から配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、１年を365日

（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割計算により算出される金額とする。但し、

配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録

株式質権者に対し剰余金を配当したときは、Ａ種優先株式1株当たりのＡ種優先配当金の額は、その各配

当におけるＡ種優先株式1株当たりのＡ種優先配当金（但し、下記(b)に従ってＡ種優先配当金を計算した

ときは、本(a)に従い計算されるＡ種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。）の合計

額を控除した金額とする（Ａ種優先配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入

する。）。

 

＜算式＞

Ａ種優先配当金＝1,000,000円×Ａ種優先配当年率

 

＜Ａ種優先配当年率＞

平成33年3月31日までの日を配当基準日とする場合        0％

平成33年4月1日以降の日を配当基準日とする場合         日本円TIBOR（6ヶ月物）＋2.0％
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日本円TIBOR（６ヶ月物）とは、配当基準日が属する事業年度の初日（但し、当該日が銀行休業日である場

合はその直後の営業日）（以下「Ａ種優先配当年率決定日」という。）における日本円６ヶ月物トー

キョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される

数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。当該日に日本円６ヶ月物トーキョー・イン

ター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）が公表されていない場合は、日本円TIBOR（６ヶ月物）

は、東京インターバンク市場における６ヶ月物の円資金貸借取引のオファード・レートとして合理的に決定

される利率を指すものとする。

(b)　上記(a)にかかわらず、配当基準日の翌日（同日を含む。）から当該剰余金の配当が行われる時点までの間

に当社がＡ種優先株式を取得した場合は、配当基準日を基準日として行うＡ種優先配当金の額は、上記(a)

に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのＡ種優先株式（当社

が保有するものを除く。以下本(b)において同じ。）の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みの

Ａ種優先株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

 

(3)　累積条項

当社は、ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して行う1株当たりの剰余金の

配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のＡ種優先配当金の額に達しないときは、その

不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「Ａ種累積未払配当金」という。）については、

当該翌事業年度以降、Ａ種優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立

ち、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して配当する。

 

(4)　非参加条項

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

 

2.　残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登

録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式1株当たり、1,000,000円にＡ種累積未払配当金相当額及びＡ種経過未払配

当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記の

ほか、残余財産の分配を行わない。「Ａ種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日

と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から残余財産分配日（同日を含む。）まで

の日数を上記1.(2)の算式に適用して得られる優先配当金の額とする。

 

3.　議決権

Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者は、株主総会において議決権を有しない。

 

4.　譲渡制限

Ａ種優先株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

 

5.　現金対価の取得請求権(償還請求権)

(1)　償還請求権の内容

Ａ種優先株主は、平成33年３月31日以降、いつでも、当社に対して金銭を対価として、その保有するＡ種優

先株式の全部又は一部を取得することを請求（以下「償還請求」という。）することができる。この場合、

当社は、Ａ種優先株式１株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日（以下「償還請求日」という。）に

おける会社法第461条第２項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力

が生じる日に、当該Ａ種優先株主に対して、下記(2)に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日に

おける分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきＡ種優先株式は、償還請求が行われたＡ種

優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

(2)　償還価額

Ａ種優先株式１株当たりの償還価額は、1,000,000円に下記に定める償還係数を乗じて算出される金額にＡ

種累積未払配当金相当額及びＡ種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、本(2)においては、上記

2.に定めるＡ種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、

Ａ種経過未払配当金相当額を計算する。

 

「償還係数」とは、償還請求日が以下の各日に該当するか又はいずれの期間に属するかの区分に応じて、以

下に定める数値をいう。

平成33年３月31日以降平成34年３月31日まで           110％
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平成34年４月１日以降平成35年３月31日まで           120％

平成35年４月１日以降平成36年３月31日まで           130％

平成36年４月1日以降                                140％

(3)　償還請求受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

(4)　償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求に要する書類が上記(3)に記載する償還請求受付場所に到達したとき又は当該書

類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

 

6.　現金対価の取得条項（強制償還条項）

(1)　強制償還の内容

当社は、平成33年３月31日以降、当社の取締役会が別途定める日（以下「強制償還日」という。）の到来を

もって、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当社がＡ種優先株式の全部又は一

部を取得するのと引換えに、Ａ種優先株式の強制償還日における会社法第461条第２項に定める分配可能額

を限度として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定める金額の金銭を交付する

ことができる。なお、Ａ種優先株式の一部を取得するときは、取得するＡ種優先株式は、取得の対象となる

Ａ種優先株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

(2)　強制償還価額

Ａ種優先株式１株当たりの強制償還価額は、1,000,000円に下記に定める強制償還係数を乗じて算出

される金額にＡ種累積未払配当金相当額及びＡ種経過未払配当金相当額を加えた額とする。なお、

本(2)においては、上記2.に定めるＡ種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」

を「強制償還日」と読み替えて、Ａ種経過未払配当金相当額を計算する。

 

「強制償還係数」とは、強制償還日が以下の各日に該当するか又はいずれの期間に属するかの区分に応じ

て、以下に定める数値をいう。

平成33年３月31日以降平成34年３月31日まで            110％

平成34年４月１日以降平成35年３月31日まで            120％

平成35年４月１日以降平成36年３月31日まで            130％

平成36年４月１日以降                                140％

 

7.　普通株式対価の取得請求権（転換権）

(1)　転換権の内容

Ａ種優先株主は、平成33年４月１日以降いつでも、当社に対し、下記(5)に定める数の普通株式の交付と引

換えに、その保有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求すること（以下「転換請求」とい

う。）ができる。

(2)　当初転換価額

当初転換価額は、375.9円とする。

(3)　転換価額の修正

転換価額は、平成33年４月１日以降毎年4月1日及び10月１日（以下「転換価額修正日」という。）

に、各転換価額修正日に先立つ連続する30取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」とい

う。）における当社の普通株式の普通取引の終値（以下「東証終値」という。）の平均値の95％に相当する

金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に修正され（以下、かかる修正

後の転換価額を「修正後転換価額」という。）、修正後転換価額は同日より適用される。但し、修正後転換

価額が当初転換価額の50％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。）（以下「下限転換価額」といい、下記（4）を準用して調整される。）を下回る場合には、修正後転

換価額は下限転換価額とし、また、修正後転換価額が当初転換価額の150％に相当する金額（円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）

（以下「上限転換価額」といい、下記(4)を準用して調整される。）を上回る場合には、修正後転換価額は

上限転換価額とする。「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をい

い、終値が発表されない日を含まない（以下同様）。
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(4)　転換価額の調整

(a)　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。

①　普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により転換価額を調整する。な

お、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行

済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」

は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞ

れ読み替える。

      

調整後

転換価額
＝ 調整前

転換価額
×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

 

 

調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日）以降これを適用する。

 

②　普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により転換価額を調整する。

 

      

調整後

転換価額
＝ 調整前

転換価額
×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

調整後転換価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

 

③　下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有す

る普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しく

は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。）の取得による場

合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普

通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「転換価額調整式」という。）により転換価額を調

整する。転換価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合に

は、当該財産の適正な評価額とする。調整後転換価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払

込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株

主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合に

は、次の算式における「新発行株式数」は「処分株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」と

それぞれ読み替える。

 

      新 発 行

株 式 数
× １ 株 当 た り の

払 込 金 額

調整後転

換価額
＝ 調整前転

換価額
×

（既発行株式数

－自己株式数）
＋

時価

（既発行株式数－自己株式数）＋新発行株式数
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④　当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たり

の時価を下回る普通株式1株当たりの転換価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行

又は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合

には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ず

る日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。）に、また株

主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交

付されたものとみなし、転換価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計

算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用

する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合

は、調整後転換価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定

時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日

の翌日以降これを適用する。

⑤　行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と

新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の

適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。）の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価

を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無

償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力

が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同

じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され

又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、転換価額調整式において「１株当たり払込金額」

として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通

株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後転換価額とする。調整後転換価額は、

かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以

降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使

に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後転換価額は、当該対

価の確定時点において発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交

付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、

本⑤による転換価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・

オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b)　上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優先株主

及びＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後転換価

額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、転換価額の調整を適切に行うものとする。

①　合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸

収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割の

ために転換価額の調整を必要とするとき。

②　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出

に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③　その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性

を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。

(c)　転換価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。

(d)　転換価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ連続す

る30取引日の当社の東証終値の平均値とする。

(e)　転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額との差額が0.1円未満にと

どまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され

て、その後の調整の計算において斟酌される。
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(5)　取得と引換えに交付すべき普通株式数

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

      

取得と引換えに交付す

べき普通株式数
＝

転換請求に係るＡ種優先株式の数に1,000,000を乗じて得られる額

転換価額

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167

条第３項に従ってこれを取扱う。

(6)　転換請求受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

(7)　転換請求の効力発生

転換請求の効力は、転換請求に要する書類が上記(6)に記載する転換請求受付場所に到達したとき又は当該

書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

8.　株式併合又は分割、募集株式の割当て等

法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。Ａ種優先株主に

は、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わな

い。

9.　会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。

10. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成30年７月６日 2 21,042 1,000 7,212 1,000 5,675

（注）　有償第三者割当

発行価格             １株につき 1,000,000円

払込金額の総額              2,000,000,000円

割当先                     三菱商事株式会社
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（５）【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番１号 12,209 60.59

東日本ＣＴ共栄会 埼玉県鴻巣市宮地３丁目５番１号 916 4.54

三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目１番１号 662 3.28

西日本ＣＴ共栄会 埼玉県鴻巣市宮地３丁目５番１号 644 3.19

株式会社ＪＳＰ 東京都千代田区丸の内３丁目４番２号 625 3.10

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 516 2.56

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人　

　資産管理サービス信託銀行

　株式会社）

東京都千代田区丸の内２丁目1番1号

　

（東京都中央区晴海１丁目８番12号）

369 1.83

青木　達也 大阪府大阪市北区 262 1.30

ＰＳジャパン株式会社 東京都文京区小石川１丁目４－１ 236 1.17

中央化学従業員持株会 埼玉県鴻巣市宮地３丁目５－１ 191 0.95

計 － 16,634 82.55

（注）上記のほか、自己株式が891千株（4.42％）があります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式     2,000 － （注）１

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式      891,100
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   20,148,100 201,481 －

単元未満株式 普通株式          800 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 21,042,000 － －

総株主の議決権 － 201,481 －

（注）１　Ａ種優先株式の内容は、（1）株式の総数等②発行済株式（注）に記載のとおりであります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には当社保有の自己株式40株が含まれております。

３　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権20個）

含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年９月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

中央化学株式会社

埼玉県鴻巣市宮地

３丁目５番１号
891,100 － 891,100 4.42

計 － 891,100 － 891,100 4.42

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,110 3,506

受取手形及び売掛金 ※１ 9,025 ※１ 8,626

商品及び製品 5,398 5,459

仕掛品 817 702

原材料及び貯蔵品 1,551 1,303

その他 2,180 1,582

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 21,079 21,177

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,531 5,379

機械装置及び運搬具（純額） 3,550 3,385

土地 4,329 4,329

リース資産（純額） 3,914 3,617

建設仮勘定 221 215

その他（純額） 637 601

有形固定資産合計 18,185 17,529

無形固定資産   

リース資産 29 33

その他 436 414

無形固定資産合計 465 448

投資その他の資産   

投資有価証券 268 291

長期貸付金 146 157

破産更生債権等 3 3

繰延税金資産 78 74

その他 251 245

貸倒引当金 △185 △197

投資その他の資産合計 563 574

固定資産合計 19,214 18,551

資産合計 40,293 39,728
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,617 7,653

電子記録債務 2,148 1,997

短期借入金 ※２ 9,000 ※２ 8,500

1年内返済予定の長期借入金 1,834 2,211

リース債務 1,476 1,357

未払金 2,488 2,030

未払法人税等 72 101

未払消費税等 261 219

賞与引当金 153 155

海外事業等再編引当金 32 －

資産除去債務 11 11

その他 873 669

流動負債合計 26,970 24,908

固定負債   

長期借入金 5,434 4,142

リース債務 3,099 2,879

役員退職慰労引当金 58 29

退職給付に係る負債 1,152 1,088

債務保証損失引当金 14 14

資産除去債務 8 8

その他 574 616

固定負債合計 10,340 8,778

負債合計 37,311 33,686

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,212 7,212

資本剰余金 5,787 6,787

利益剰余金 △7,966 △7,069

自己株式 △1,169 △1,169

株主資本合計 2,863 5,761

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 49 61

繰延ヘッジ損益 △4 13

為替換算調整勘定 635 688

退職給付に係る調整累計額 △562 △483

その他の包括利益累計額合計 118 280

純資産合計 2,982 6,041

負債純資産合計 40,293 39,728

 

EDINET提出書類

中央化学株式会社(E02429)

四半期報告書

17/28



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

売上高 29,213 26,492

売上原価 23,266 20,537

売上総利益 5,946 5,954

販売費及び一般管理費 ※１ 6,903 ※１ 5,792

営業利益又は営業損失（△） △956 162

営業外収益   

受取利息 9 10

受取配当金 4 4

受取賃貸料 25 20

為替差益 140 －

持分法による投資利益 － 20

その他 69 89

営業外収益合計 249 145

営業外費用   

支払利息 126 109

手形売却損 18 22

売上割引 25 22

持分法による投資損失 22 －

為替差損 － 165

その他 27 71

営業外費用合計 219 391

経常損失（△） △927 △83

特別利益   

固定資産売却益 － 2

関係会社株式売却益 － 1,070

特別利益合計 － 1,072

特別損失   

固定資産除売却損 3 2

構造改革費用 － ※２ 67

減損損失 ※３ 804 －

その他 － 0

特別損失合計 807 70

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△1,734 918

法人税、住民税及び事業税 81 17

法人税等調整額 △6 3

法人税等合計 75 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,810 897

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△1,810 897
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,810 897

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6 11

繰延ヘッジ損益 5 17

為替換算調整勘定 93 52

退職給付に係る調整額 98 79

その他の包括利益合計 204 161

四半期包括利益 △1,605 1,058

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,605 1,058
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△1,734 918

減価償却費 1,483 1,329

減損損失 804 －

構造改革費用 － 67

持分法による投資損益（△は益） 22 △20

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,070

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 31 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 △29

受取利息及び受取配当金 △13 △15

支払利息 126 109

為替差損益（△は益） △45 106

有形固定資産除却損 3 2

有形固定資産売却損益（△は益） － △2

役員退職慰労金 － 34

売上債権の増減額（△は増加） △972 338

たな卸資産の増減額（△は増加） 385 254

仕入債務の増減額（△は減少） 221 △748

未払消費税等の増減額（△は減少） 76 △41

その他 480 △185

小計 857 1,074

利息及び配当金の受取額 13 15

利息の支払額 △126 △109

役員退職慰労金の支払額 － △34

法人税等の支払額 △75 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー 669 931

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,109 △314

定期預金の預入による支出 △12 △12

定期預金の払戻による収入 10 12

固定資産の売却による収入 － 2

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入
－ 933

貸付けによる支出 △10 －

貸付金の回収による収入 － 20

その他 △21 58

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,148 694

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200 △500

長期借入れによる収入 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,177 △914

株式の発行による収入 － 2,000

リース債務の返済による支出 △826 △799

財務活動によるキャッシュ・フロー △203 △214

現金及び現金同等物に係る換算差額 71 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △610 1,395

現金及び現金同等物の期首残高 4,582 2,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 39 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,011 ※ 3,500
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

当社グループは、前連結会計年度において、営業損失1,721百万円、経常損失1,797百万円、親会社株主に帰属する

当期純損失5,350百万円を計上し、また、経常利益及び純資産について、当社が取引金融機関との間で締結していた

シンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しました。当第２四半期連結累計期間におきましては、選択と集中

（製品ポートフォリオ再構築）、生産効率向上を図る生産拠点の見直し、全社的な生産性を改善するオペレーション

改革、機能間連携の強化を柱とする新中期経営計画の着実な実行により、営業利益162百万円、経常損失83百万円を

計上、子会社の北京雁栖中央化学有限公司の持分売却の影響もあり、親会社株主に帰属する四半期純利益897百万円

を計上しました。業績は改善しておりますが、新中期経営計画の実行は未だ緒に就いたばかりであり、依然として継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していると認識しております。

また、当社グループは、このような事象又は状況を改善すべく、上記、新中期経営計画をもとに親会社および取引

金融機関への支援継続の要請を行ってまいりました。その結果、親会社である三菱商事株式会社を引受先として、平

成30年７月６日に優先株2,000百万円を発行し、資本を増強しました。また、金融機関から、平成30年９月28日に期

限の到来したタームローンならびにコミットメントラインについて継続いただいていることから、当社グループとい

たしましては、親会社、取引金融機関いずれからも一定の理解はいただけているものと考えております。しかしなが

ら、中長期的資金支援についての取引金融機関の最終的な方針決定がなされていないことから、現時点においては継

続企業の前提に関し重要な不確実性が存在しております。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する不確実性の影響を四半

期連結財務諸表に反映しておりません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（１）連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であった北京雁栖中央化学有限公司（中国）は、全出資持分

の北京長城偉業投資開発総公司（中国北京市）への譲渡契約の締結により、連結の範囲から除外しております。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期連結会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示

しております。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

受取手形割引高 4,364百万円 3,838百万円

 

※２　当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行10行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円

借入実行残高 5,000 5,000

差引額 － －
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　　至 平成30年９月30日）

運送保管料 2,473百万円 2,163百万円

給料手当 1,271 1,096

販売促進費 803 550

退職給付費用 78 72

 

※２　新中期経営計画に伴う構造改革のための費用を計上しており、その内訳は以下の通りであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日

至　平成30年９月30日）

金型修繕費用 －百万円 10百万円

設備移設関連費用 － 57

計 － 67

 

※３　減損損失

前第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日　　至 平成29年９月30日）

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
（百万円）

中央化学㈱北海道工場
(北海道美唄市)

生産設備 機械装置及び運搬具 3

中央化学㈱関東工場
（埼玉県加須市）

生産設備等
建物及び構築物、
機械装置及び運搬具、
土地、リース資産

800

当社グループは、管理会計上の事業所区分をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込

まれない遊休資産などは、個別に判定しております。当第２四半期連結累計期間において、収益性の低下により

回収可能価額が帳簿価額を下回った資産グループについて、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減

損損失（804百万円）として特別損失に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額及び使用価値より測定しており、正味売却価額は土地、

建物については固定資産税評価額に基づき評価し、使用価値は、将来キャッシュ・フローを8.83％で割り引いて

算定しております。

（内訳）

関東工場 800百万円

（内、建物及び構築物

機械装置及び運搬具

リース資産

土地

243

242

218

97）

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日　　至 平成30年９月30日）

　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）

現金及び預金 4,019百万円 3,506百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △8 △6

現金及び現金同等物 4,011 3,500

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自平成29年４月１日　至平成29年９月30日)

配当金支払額

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自平成30年４月１日　至平成30年９月30日)

１.配当金支払額

該当事項はありません。

 

２.株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成30年７月６日付で、三菱商事株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第２四半期連結累計期間において、資本金が1,000百万円、資本準備金が1,000百万円増加し、当第２四半期

連結会計期間末において資本金が7,212百万円、資本準備金が5,675百万円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年９月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

 日本 アジア 計

売上高      

外部顧客への売上高 25,399 3,813 29,213 － 29,213

セグメント間の内部売上高

又は振替高
104 555 659 △659 －

計 25,504 4,368 29,873 △659 29,213

セグメント利益又はセグメント

損失（△）
△773 37 △736 △220 △956

（注）１.　セグメント利益又は損失の調整額△220百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分

していない全社費用であります。

２.　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「日本」セグメントにおいて、収益性の低下により回収可能価額が帳簿価額を下回った資産グループに

ついて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては804百万円であります。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成30年４月１日　至平成30年９月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

 日本 アジア 計

売上高      

外部顧客への売上高 23,123 3,369 26,492 － 26,492

セグメント間の内部売上高

又は振替高
55 503 559 △559 －

計 23,178 3,872 27,051 △559 26,492

セグメント利益 312 108 421 △258 162

（注）１.　セグメント利益の調整額△258百万円は、セグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分

していない全社費用であります。

２.　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年９月30日）

（１）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半

期純損失（△）
△89円85銭 44円55銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）（百万円）
△1,810 897

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（百

万円）

△1,810 897

普通株式の期中平均株式数（株） 20,148,860 20,148,860

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － 39円58銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（株） － 2,529,448

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年11月12日

中央化学株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 白　　田　　英　　生　　印

 
 

 
   

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松　　浦　　竜　　人　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて
いる中央化学株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの連結会計年度の第２四半
期連結会計期間（平成３０年７月１日から平成３０年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間
（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期
連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー
計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結
財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中央化学株式会社及び連結子会社
の平成３０年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい
て認められなかった。
 

強調事項
　継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、営業損失、
経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。当第２四半期連結累計期間においては、
営業利益、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上しているものの、新中期経営計画の実行は未だ緒
に就いたばかりであることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在
しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認められる。なお、当
該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四
半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期
連結財務諸表には反映されていない。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
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利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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